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新旧対照表（広島市乳幼児等医療費補助条例） 

 

現     行 改     正 

 

広島市乳幼児等医療費補助条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は，乳幼児等に係る医療費の一部を補助

することにより，乳幼児等の保健の向上を図り，もつて

乳幼児等の健やかな成長に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義

は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 「乳児」とは，出生の日から満１歳に達する日の属

する月の末日までの間にある者をいう。 

⑵ 「１歳児」とは，満１歳に達する日の属する月の翌

月の初日から満２歳に達する日の属する月の末日ま

での間にある者をいう。 

⑶ 「２歳児」とは，満２歳に達する日の属する月の翌

月の初日から満３歳に達する日の属する月の末日ま

での間にある者をいう。 

⑷ 「３歳児」とは，満３歳に達する日の属する月の翌

月の初日から満４歳に達する日の属する月の末日ま

での間にある者をいう。 

⑸ 「４歳児」とは，満４歳に達する日の属する月の翌

月の初日から満５歳に達する日の属する月の末日ま

での間にある者をいう。 

⑹ 「５歳児」とは，満５歳に達する日の属する月の翌

月の初日から満６歳に達する日の属する月の末日ま

での間にある者をいう。 

⑺ 「６歳児」とは，満６歳に達する日の属する月の翌

月の初日から同日以後の最初の３月３１日までの間

にある者（満６歳に達する日の属する月が３月である

者を除く。）をいう。 

⑻ 「幼児」とは，１歳児，２歳児，３歳児，４歳児，

５歳児又は６歳児をいう。 

⑼ 「発達障害児」とは，発達障害（発達障害者支援法

（平成１６年法律第１６７号）第２条第１項に規定す

る発達障害をいう。）を有する者（満６歳に達する日

後の最初の４月１日から満８歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある者に限る。）として，

規則で定めるところにより，市長が認める者をいう。 

⑽ 「乳幼児等」とは，乳児，幼児又は発達障害児をい

う。 

⑾ 「健康保険」とは，健康保険法（大正１１年法律第

７０号），船員保険法（昭和１４年法律第７３号）及

 

広島市こども医療費補助条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は，子ども に係る医療費の一部を補助

することにより，子ども の保健の向上を図り，もつて

子ども の健やかな成長に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義

は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 「子ども」とは，１５歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある者をいう。 

（削る。）児」とは，満１歳に達する日の属する月の翌

月の初日から満２歳に達する日の属する月の末日ま

での間にある者をいう。 

（削る。）児」とは，満２歳に達する日の属する月の翌

月の初日から満３歳に達する日の属する月の末日ま

での間にある者をいう。 

（削る。）歳児」とは，満３歳に達する日の属する月の

翌月の初日から満４歳に達する日の属する月の末日

までの間にある者をいう。 

（削る。）歳児」とは，満４歳に達する日の属する月の

翌月の初日から満５歳に達する日の属する月の末日

までの間にある者をいう。 

（削る。）歳児」とは，満５歳に達する日の属する月の

翌月の初日から満６歳に達する日の属する月の末日

までの間にある者をいう。 

（削る。）歳児」とは，満６歳に達する日の属する月の

翌月の初日から同日以後の最初の３月３１日までの

間にある者（満６歳に達する日の属する月が３月であ

る者を除く。）をいう。 

（削る。）児」とは，１歳児，２歳児，３歳児，４歳児，

５歳児又は６歳児をいう。 

（削る。）達障害児」とは，発達障害（発達障害者支援

法（平成１６年法律第１６７号）第２条第１項に規定

する発達障害をいう。）を有する者（満６歳に達する

日後の最初の４月１日から満８歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある者に限る。）として，

規則で定めるところにより，市長が認める者をいう。 

（削る。）幼児等」とは，乳児，幼児又は発達障害児を

いう。 

⑵ （現行に同じ。） 
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び国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規

定による医療保険並びに国家公務員共済組合法（昭和

３３年法律第１２８号），地方公務員等共済組合法（昭

和３７年法律第１５２号）及び私立学校教職員共済法

（昭和２８年法律第２４５号）に基づく医療給付をい

う。 

⑿ 「医療費」とは，健康保険に関する法令の規定によ

る療養の給付又は保険外併用療養費，療養費，訪問看

護療養費，家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の

支給（以下「療養の給付等」という。）の対象になる

医療費（健康保険に関する法令の規定による食事療養

に係る費用を除く。）をいう。 

⒀ 「保護者」とは，次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 乳幼児等を監護し，かつ，これと生計を同じくす

るその父又は母（父及び母がともに当該父及び母の

子である乳幼児等を監護し，かつ，これと生計を同

じくするときは，当該父又は母のうちいずれか当該

乳幼児等の生計を維持する程度の高い者） 

イ 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしな

い乳幼児等を監護し，かつ，その生計を維持する者 

 

（対象者） 

第３条 この条例による医療費の補助を受けることがで

きる者（以下「対象者」という。）は，本市の区域内に

住所を有する乳幼児等（社会福祉法（昭和２６年法律第

４５号）第２条第２項各号に掲げる施設又は病院若しく

は診療所で本市の区域外に存するものに入所措置が採

られ，若しくは入所し，又は入院したことにより他の市

町村（特別区を含む。）の区域内に住所を有するに至つ

た乳幼児等で当該措置が採られ，若しくは入所し，又は

入院した時以前に本市の区域内に住所を有していたと

認められるもののうち，市長が定める者を含む。）の保

護者であつて，次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

⑴ 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める所得（規則

の定めるところにより算出した所得をいう。以下同

じ。）が制限額未満である者（乳児の保護者及び本市

が実施する乳児健康相談を当該幼児又は発達障害児

が乳児であつた時に受診した幼児又は発達障害児の

保護者その他市長が認める乳幼児健康相談を受けて

いる幼児又は発達障害児の保護者に限る。） 

ア 乳児 当該乳児が出生した年の前年の所得（当該

乳児が１月１日から６月１日までの間に出生した

場合においては，出生した年の前々年の所得とす

る。） 

イ １歳児 当該１歳児が出生した年の所得（当該１

歳児が１月１日から６月１日までの間に出生した

 

 

 

 

 

 

⑶ （現行に同じ。） 

 

 

 

 

 

⑷ 「保護者」とは，次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 子ども を監護し，かつ，これと生計を同じくす

るその父又は母（父及び母がともに当該父及び母の

子である子ども を監護し，かつ，これと生計を同

じくするときは，当該父又は母のうちいずれか当該

子ども等の生計を維持する程度の高い者） 

イ 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしな

い子ども を監護し，かつ，その生計を維持する者 

 

（対象者） 

第３条 この条例による医療費の補助を受けることがで

きる者（以下「対象者」という。）は，本市の区域内に

住所を有する子ども （社会福祉法（昭和２６年法律第

４５号）第２条第２項各号に掲げる施設又は病院若しく

は診療所で本市の区域外に存するものに入所措置が採

られ，若しくは入所し，又は入院したことにより他の市

町村（特別区を含む。）の区域内に住所を有するに至つ

た子ども で当該措置が採られ，若しくは入所し，又は

入院した時以前に本市の区域内に住所を有していたと

認められるもののうち，市長が定める者を含む。）の保

護者であつて，次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

⑴ その監護する子どもが１５歳に達する日の翌日の

属する年までの各年の前年（当該子どもが１月１日か

ら６月１日までの間に出生した場合においては，前々

年）の所得（規則の定めるところにより算出した所得

をいう。以下同じ。）が制限額未満である者 
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場合においては，出生した年の前年の所得とする。） 

ウ ２歳児 当該２歳児が出生した年の翌年の所得

（当該２歳児が１月１日から６月１日までの間に

出生した場合においては，出生した年の所得とす

る。） 

エ ３歳児 当該３歳児が出生した年の翌々年の所

得（当該３歳児が１月１日から６月１日までの間に

出生した場合においては，出生した年の翌年の所得

とする。） 

オ ４歳児 当該４歳児が満３歳に達した日の翌日

が属する年の所得（当該４歳児が１月１日から６月

１日までの間に出生した場合においては，出生した

年の翌々年の所得とする。） 

カ ５歳児 当該５歳児が満４歳に達した日の翌日

が属する年の所得（当該５歳児が１月１日から６月

１日までの間に出生した場合においては，満３歳に

達した日の翌日が属する年の所得とする。） 

キ ６歳児 当該６歳児が満５歳に達した日の翌日

が属する年の所得（当該６歳児が１月１日から６月

１日までの間に出生した場合においては，満４歳に

達した日の翌日が属する年の所得とする。） 

ク 発達障害児 

   (ア) 満６歳に達する日後の最初の４月１日から満

７歳に達する日の属する月の末日までの間にあ

る発達障害児 当該発達障害児が満５歳に達し

た日の翌日が属する年の所得（当該発達障害児が

１月１日から６月１日までの間に出生した場合

においては，満４歳に達した日の翌日が属する年

の所得とする。） 

   (イ) 満７歳に達する日の属する月の翌月の初日か

ら満８歳に達する日の属する月の末日までの間

にある発達障害児 当該発達障害児が満６歳に

達した日の翌日が属する年の所得（当該発達障害

児が１月１日から６月１日までの間に出生した

場合においては，満５歳に達した日の翌日が属す

る年の所得とする。） 

   (ウ) 満８歳に達する日の属する月の翌日の初日か

ら同日以後の最初の３月３１日までの間にある

発達障害児（満８歳に達する日の属する月が３月

である者を除く。） 当該発達障害児が満７歳に

達した日の翌日が属する年の所得（当該発達障害

児が１月１日から６月１日までの間に出生した

場合においては，満６歳に達した日の翌日が属す

る年の所得とする。） 

⑵ 前号に掲げる者以外の者で同号に掲げる区分に応

じそれぞれに定める所得が制限額未満であるもの 

⑶ 震災，風水害，落雷，火災その他これらに類する災

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る。）に掲げる者以外の者で同号に掲げる区分に応

じそれぞれに定める所得が制限額未満であるもの 

⑵ 震災，風水害，落雷，火災その他これらに類する災
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害を受ける等特別の事情があると市長が認めた者 

２ 前項第１号又は第２号に規定する制限額は，次に掲げ

る者（以下「被扶養者」という。）がないときは５３２

万円とし，被扶養者があるときは５３２万円に当該被扶

養者１人につき３８万円（第１号に掲げる者が同項第１

号又は第２号の所得において所得税法（昭和４０年法律

第３３号）に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養

親族であるときは，当該老人控除対象配偶者又は老人扶

養親族１人につき４４万円）を加算した額とする。 

⑴ 保護者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び

扶養親族（以下「扶養親族等」という。） 

⑵ 保護者の扶養親族等でない児童（１８歳に達する日

以後の最初の３月３１日までの間にある者をいう。）

で，当該保護者が前年の１２月３１日において生計を

維持したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一部負担金） 

第４条 前条第１項第１号又は第３号に規定する対象者

は，乳幼児等   が医療機関等（病院，診療所及び薬

局並びにその他市長が定めるものをいう。以下同じ。）

で入院以外に係る医療（初診料の算定の対象となるもの

に限る。）（保険医療機関の保険医等から交付された処方

せんによる保険薬局での薬剤の支給，指定訪問看護又は

柔道整復師，あん摩マツサージ指圧師，はり師若しくは

きゆう師による施術を除く。）を受けた場合には，医療

機関等ごとに１日につき５００円（医療費の総額のうち

健康保険に関する法令及び他の法令の規定によつて対

害を受ける等特別の事情があると市長が認めた者 

２ 前項第１号（削る。）に規定する制限額は，次に掲げ

る者（以下「被扶養者」という。）がないときは５３２

万円とし，被扶養者があるときは５３２万円に当該被扶

養者１人につき３８万円（第１号に掲げる者が同項第１

号（削る。）の所得において所得税法（昭和４０年法律

第３３号）に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養

親族であるときは，当該老人控除対象配偶者又は老人扶

養親族１人につき４４万円）を加算した額とする。 

⑴ （現行に同じ。） 

 

⑵ 保護者の扶養親族等でない者 （１８歳に達する日

以後の最初の３月３１日までの間にある者に限る。）

で，当該保護者が前年の１２月３１日において生計を

維持したもの 

 

（補助の範囲） 

第４条 補助の対象となる医療は，次に掲げるものとす

る。 

⑴ 子どもに対する入院に係る医療 

⑵ 乳幼児（６歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者をいう。以下同じ。）又は児童（９歳

に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

者のうち乳幼児以外の者をいう。以下同じ。）に対す

る入院以外に係る医療 

２ 対象者に対する補助の額は，次の各号のいずれかに該

当する場合における医療費の総額のうち健康保険に関

する法令及び他の法令の規定によつて対象者が負担す

べき額に相当する額（以下「自己負担金相当額」という。）

から次条に規定する一部負担金の額を控除した額とす

る。 

⑴ 子どもに係る疾病又は負傷につき療養の給付等を

受けたとき。 

⑵ 子どもに係る疾病につき，他の法令の規定によつて

医療を受けるための費用について公費負担を受けた

とき。 

 

（一部負担金） 

第５条 （削る。）１項第１号又は第３号に規定す対象者

は，乳幼児又は児童が医療機関等（病院，診療所及び薬

局並びにその他市長が定めるものをいう。以下同じ。）

で入院以外に係る医療（削る。）の算定の対象となるも

のに限る（保険医療機関の保険医等から交付された処方

箋んによる保険薬局での薬剤の支給，指定訪問看護又は

あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゆう師若しくは柔

道整復師による施術を除く。）を受けた場合には，医療

機関等ごとに次の各号に掲げる医療の区分に応じ当該

各号に定める額（自己負担金相当額が当該各号に定める
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象者が負担すべき額に相当する額（以下「自己負担金相

当額」という。）が５００円に満たない場合にあつては，

当該自己負担金相当額）を一部負担金として，当該医療

機関等に支払うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前条第１項第２号に規定する対象者は，幼児又は発達

障害児が医療機関等で医療（保険医療機関の保険医等か

ら交付された処方せんによる保険薬局での薬剤の支給

を除く。）を受けた場合には，医療機関等ごとに１日に

つき５００円（自己負担金相当額が５００円に満たない

場合にあつては，当該自己負担金相当額）を一部負担金

として，当該医療機関等に支払うものとする。 

３ 前２項の規定の適用に当たつては，歯科診療及び歯科

診療以外の診療を併せて行う医療機関等については，歯

科診療及び歯科診療以外の診療ごとに，それぞれ別個の

医療機関等とみなす。 

４ 対象者が同一の月に同一の医療機関等において入院

に係る医療に対する第２項に規定する   一部負担

金の支払を１４日行つたとき又は入院以外に係る医療

に対する第１項若しくは第２項に規定する一部負担金

の支払を４日行つたときは，第１項又は第２項の規定に

かかわらず，第１項又は第２項に規定する一部負担金

は，その月のその後の期間内における当該医療機関等に

よる入院に係る医療又は入院以外に係る医療に対し，そ

れぞれ支払うことを要しない。 

額者が負担すべき額に相当する額（以下「自己負担金相

当額」という。）が５００円に満たない場合にあつては，

当該自己負担金相当額）を一部負担金として，当該医療

機関等に支払うものとする。 

⑴ 保護者の所得が基準額未満の乳幼児又は児童に対

する医療（初診料の算定の対象となるものに限る。） 

 １日につき５００円 

⑵ 保護者の所得が基準額以上の乳幼児（第４号に該当

する乳幼児を除く。）に対する医療 １日につき１，

０００円 

⑶ 保護者の所得が基準額以上の児童（次号に該当する

児童を除く。）に対する医療 １日につき１，５００

円 

⑷ 保護者の所得が基準額以上の乳幼児又は児童であ

つて，当該保護者の監護する子どもが３人以上いる場

合の当該子どものうち年長者２人を除いた者である

もの（当該保護者の監護する子どものうちの１人又は

数人が１５歳に達する日以後の最初の３月３１日を

経過したこと等により当該保護者の監護する子ども

に該当する者の数が３人未満となつた場合の当該保

護者の監護する乳幼児又は児童のうち，当該場合に該

当することとなつた日の前日において当該保護者の

監護する子どものうち年長者２人を除いた者に該当

していた者であつて，次条第１項の規定により交付さ

れた同項に規定する資格者証の有効期間が満了して

いないものを含む。）に対する医療（初診料の算定の

対象となるものに限る。） １日につき５００円 

２ 前項各号に規定する基準額は，被扶養者がないときは

２９５万２，０００円とし，被扶養者があるときは２９

５万２，０００円に当該被扶養者１人につき３８万円

（扶養親族等が同項各号の所得において所得税法に規

定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であると

きは，当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人に

つき４４万円）を加算した額とする。 

３ 第１項の規定の適用に当たつては，歯科診療及び歯科

診療以外の診療を併せて行う医療機関等については，歯

科診療及び歯科診療以外の診療ごとに，それぞれ別個の

医療機関等とみなす。 

４ 対象者が同一の月に同一の医療機関等において第１

項第１号若しくは第４号に掲げる医療に係る一部負担

金の支払を４日 行つたとき又は同項第２号若しくは

第３号に掲げる医療に係る       一部負担金

の支払を２日行つたときは，同項の又は第２項の規定に

かかわらず，同項１又は第２項に規定する一部負担金

は，その月のその後の期間内における当該医療機関等に

よる（削る。）係る医療 入院以外に係る医療に関し，そ

れぞれ支払うことを要しない。 
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（補助の範囲） 

第５条 対象者に対する補助の額は，次の各号のいずれか

に該当する場合における自己負担金相当額から前条に

規定する一部負担金の額を控除した額とする。 

⑴ 乳幼児等に係る疾病又は負傷につき療養の給付等

を受けたとき。 

⑵ 乳幼児等に係る疾病につき，他の法令の規定によつ

て医療を受けるための費用について公費負担を受け

たとき。 

 

（資格者証等） 

第６条 市長は，対象者に対し，規則の定めるところによ

り，この条例による医療費の補助を受ける資格を証する

資格者証（以下「資格者証」という。）を交付する。 

２ 対象者は，医療機関等において，乳幼児等が診療等を

受ける際，当該医療機関等に資格者証を提示するものと

する。 

 

（医療費の支払等） 

第７条 第５条の規定により補助すべき医療費の支払等

については，規則の定めるところにより行うものとす

る。 

 

（補助の制限等） 

第８条 市長は，対象者が乳幼児等の疾病又は負傷に関し

損害賠償その他の給付を受けた場合において，これらの

給付のうちにこの条例による医療費の補助に相当する

給付があると認められるときは，その価額の限度におい

て，第５条   の規定による補助の額の全部若しくは

一部を支払わず，又は既に支払つた補助の額に相当する

金額を返還させることができる。 

２ 市長は，偽りその他不正の行為によつて医療費の補助

を受けた者があるときは，その者から，既に支払つた金

額の全部又は一部を返還させることができる。 

 

（権利の譲渡等の禁止） 

第９条 医療費の補助を受ける権利は，これを譲渡し，又

は担保に供してはならない。 

 

（委任規定） 

第１０条 この条例に定めるもののほか，医療費の補助に

関し必要な事項は，市長が定める。 

 

 

（補助の範囲） 

（削る。）第象者に対する補助の額は，次の各号のいずれ

かに該当する場合における己負担金相当額から前条に

規定する一部負担金の額を控除した額とする。 

⑴⑴乳幼児等に係る疾病又は負傷につき療養の給付等

を受けたとき。 

⑵⑵乳幼児等に係る疾病につき，他の法令の規定によつ

て医療を受けるための費用について公費負担を受け

たとき。 

 

（資格者証等） 

第６条 （現行に同じ。） 

 

 

２ 対象者は，医療機関等において，子ども が診療等を

受ける際，当該医療機関等に資格者証を提示するものと

する。 

 

（医療費の支払等） 

第７条 第４条の規定により補助すべき医療費の支払等

については，規則の定めるところにより行うものとす

る。 

 

（補助の制限等） 

第８条 市長は，対象者が子ども の疾病又は負傷に関し

損害賠償その他の給付を受けた場合において，これらの

給付のうちにこの条例による医療費の補助に相当する

給付があると認められるときは，その価額の限度におい

て，第４条第２項の規定による補助の額の全部若しくは

一部を支払わず，又は既に支払つた補助の額に相当する

金額を返還させることができる。 

２ （現行に同じ。） 

 

 

 

（権利の譲渡等の禁止） 

第９条 （現行に同じ。） 

 

 

（委任規定） 

第１０条 （現行に同じ。） 
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   附 則 

１ この条例は，平成２９年１月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

２ 改正後の広島市こども医療費補助条例（以下「新条例」という。）第３条第１項に規定する対象者に対する新条例第

６条第１項に規定する資格者証の交付に関し必要な行為は，この条例の施行前においても行うことができる。 

３ 新条例の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる診療等に係る医療費の補助につい

て適用し，施行日前に行われた診療等に係る医療費の補助については，なお従前の例による。 

４ 施行日の前日において改正前の広島市乳幼児等医療費補助条例（以下「旧条例」という。）第３条第１項に規定する

対象者である者に係る一部負担金については，新条例第５条の規定及び前項の規定にかかわらず，旧条例第６条第１

項の規定により交付された同項に規定する資格者証の有効期間が満了するまでの間は，なお従前の例による。 

５ 施行日の前日において旧条例第３条第１項第１号（クに係る部分に限る。）に該当する同項に規定する対象者であっ

て，施行日からその監護する旧条例第２条第９号に規定する発達障害児が８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間において新条例第３条第１項に規定する対象者であるものに係る一部負担金については，新条例第５条の規定

及び附則第３項の規定にかかわらず，同日までの間は，なお従前の例による。 

６ 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１６年広島市条例第５５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表広島市乳幼児等医療費補助条例（昭和４８年広島市条例第１０２号）の項中「広島市乳幼児等医療費補助条例」

を「広島市こども医療費補助条例」に改める。 

７ 広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例（平成２８年広島市条例第  号）の一部を次のように

改正する。 

第３条のうち広島市個人番号の利用に関する条例（平成２７年広島市条例第５２号）別表第１中１０の項を１２の

項とし，７の項から９の項までを２項ずつ繰り下げ，６の項の次に７の項及び８の項を加える改正規定並びに同条例

別表第２の１の項，６の項、１１の項及び１３の項を改め，同表中２０の項を２２の項とし，１７の項から１９の項

までを２項ずつ繰り下げ，１６の項の次に１７の項及び１８の項を加える改正規定中「広島市乳幼児等医療費補助条

例」を「広島市こども医療費補助条例」に，「乳幼児等に」を「子どもに」に改める。 

 


